
工事番号：6魚生工第 3号

工事件名：目黒邸電気設備改修工事

仕様書



１節 一般事項

１．１ 適用
本仕様書は以下の工事に適用する。
工事番号：6魚生工第 3号

工事名称：目黒邸電気設備改修工事
工事箇所：魚沼市 須原 地内

１．２ 工事範囲
以下の通りとする。

工事箇所：目黒邸主屋 電気設備
（照明器具、電灯分電盤、電灯回路とケーブル・配線器具）

工事概要：当該箇所について、以下の作業を行う。
①既設照明器具の改修（コード・ソケット等部品交換）
②電灯分電盤取替
③電灯回路の配線
④試験（絶縁抵抗測定）
⑤試運転調整

１．３ 試験（試運転及び調整）
現地において改修した電気設備は、公共建築改修工事標準仕様書、またはこれに準ずる
基準に基づき、性能（動作）試験、絶縁抵抗試験を行う。

１．４ 材料保管
工事の竣工までの期間、機器及び材料の保管の責任は請負者にあるものとする。

第２節 電気設備

２．１ 既設照明器具の改修
概要について、以下の内容とする。
①既設照明器具の改修・修繕とし、著しい外観や形状の変化を伴わないものとする。
②劣化・破損が認められる箇所は交換・更新するものとする。



（ソケット、袋打ちコード、シーリングキャップ等）

２．２ 機器・配線の塗装
施設内の景観に準じた色調の機器を使用、もしくは塗装を施すものとする。
また、上記について隠ぺい箇所は除くものとする。

２．3 機器の設置・据付
既設機器の位置を基準として設置・据付けするものとする。
本工事にて新設する機器については、監督員と協議し決定するものとする。

第３節 その他
本仕様書に定めない事項及び疑義が生じた場合は、監督員と協議を行い、これに従う。


